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健感発第0602003号  
平成18年6月 2 日  ㊨  

竿〔芸患≡〕衛生主管部  

（局）長 殿  

厚生労働省健康局結核感染症課長  

インフルエンザ（H五N－）を指定感染症として定める等の政令、検  

疫法施行令の一部を改正する政令及びインフルエンザ（H五N一）を  

指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染  

症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の施  

行について（施行通知）   

インフルエンザ（H五N－）を指定感染症として定める等の政令（平成18年政  

令第208号。以下「指定政令」という。）、検疫法施行令の一部を改正する政令（平  

成18年政令第209号。以下「改正政令」という。）及びインフルエンザ（H五N  

－）を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患  

者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令（平成18年厚生労働省  

令第126号。以下「準用省令」という。）が平成18年6月2日公布され、一部を  

除き同月12日から施行される。指定政令、改正政令及び準用省令の趣旨及び主な  

内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係機関等へ周知を図る 

ともに、その実施に遺漏のないようにされたい。   

なお、この通知において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法  

律（平成10年法律第114号）を「法」と、感染症の予防及び感染症の患者に対  

する医療に関する法律施行令（平成10年政令第420号）を「令」と、感染症の  

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成10年厚生省令第  

99号）を「規則」と略称する。   

本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に規定  

する技術的な助言である。  

記  

第1 制定及び改正の趣旨  

世界各国において発生している鳥インフルエンザは、元来ヒトからヒトへの   

感染力はないものであったが、今般、トリからヒトへ感染する事例が世界中に   

広がっており、ヒトからヒトへ感染したと疑われる事例も複数報告されている。  

また、インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血  

ー1－   



清亜型がH5Nlであるものがヒトに感染しやすいものに変異してきていると  

の報告もあり、世界保僚機関は、平成18年2月、インフルエンザ（病原体が  

インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型  

がH5Nlであるものに限る。以下「インフルエンザ（H5Nl）」という。）  

の患者を含む鳥インフルエンザの患者については、隔離をするように指針を出  

したところである。   

こうしたことを踏まえ、インフルエンザ（H5Nl）についてはヒトからヒ  

トへ感染することを前提として、法の指定感染症として政令指定し、現行の四  

類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することにより、  

その発生及びまん延の防止を図ることとした。   

指定政令及び準用省令の概要   

インフルエンザ（H5Nl）の指定（指定政令第1条関係）   

インフルエンザ（H5Nl）を法第6条第7項の指定感染症として定めるこ  

ととすること。  

2 法の準用（指定政令第2粂、準用省令関係）  

（1）インフルエンザ（H5Nl）については、次に掲げる法の規定を準用する  

こと。   

ア 疑似症患者への適用（法第8条第1項）   

イ 医師及び獣医師の届出（法第12条、第13条）   

ウ 情報の公表 

エ 健康診断（法第17条）  

オ 就業制限（法第18粂）   

カ 入院、移送、退院、感染症の診査に関する協議会、審査請求の特例（法  

第19条から第25 

キ 死体の移動制限（法第30条、第34条、第 

第36条第1項及び第2項）   

ク 医療（法第37条から第44条まで）   

ケ 費用負担（法第58条（第5号から第9号までを除く。）、第61条）  

コ 厚生労働大臣の指示（法第63条の2）   

サ 保健所を設置する市又は特別区（法第64条第1項、第65条）  

シ 権限の委任（法第65条の3）  

ス 経過措置（法第66粂）  

（2）準用する規定について、 所要の読替えをすること。  

ア 無症状病原体保有者の適用除外（法第12条第1項、法第18条）  

イ 届出対象となる病原体を保有する動物及び感染症の特定（法第13条、  

第19条）  

り 入院する医療機関の特定（法第19条、第20条）  

エ 退院をさせる要件の特定（法第22条）  
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（3）インフルエンザ（H5Nl）は、令第1条に規定する高病原性鳥インフル  

エンザであることから、四類感染症に適用される次に掲げる規定の適用が  

あること。  

医師の届出（法第12条）、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査（法  

第15条）、検疫所長との連携（法第15条の2）、情報の公表（法第1  

6条）、感染症の病原体に汚染された場所の消毒（法第27条）、ねずみ  

族、昆虫等の駆除（法第28条）、物件に係る措置（法第29条）、必要  

な最小限度の措置（法第34条）●、質問及び調査（法第35条）、書面に  

よる通知（法第36条）、輸入届出（法第56条の2）及びこれらの措置  

等に関する費用負担（法第9章）、雑則（法第10章）及び罰則（法第1  

1章）の規定  

なお、四類感染症及び指定感染症として適用及び準用される規定がある  

こと。  

（4）法の規定が準用される場合は、それらの規定に基づく令及び規則の規定が  

準用されること。ただし、準用省令において準用される規定のうち、施行  

規則第11条第2項及び第3項については、所要の読替えをするものであ  
ること。  

3 事務の区分（指定政令第3条関係）   

指定政令第2条第1項において準用する法第12条、第13条、第16条か   

ら第23条まで、第25条、第30条、第35条（第4項を除く。）、第36条  

第1項及び第2項、第38条（第1項を除く。）並びに第64条の規定により都  

道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務につ   

いては、第一号法定受託事務とすること。  

第3 改正政令の概要  

1検疫感染症として指定  

インフルエンザ（H5Nl）を検疫法第2条第4号の政令で定める感染症（検   

疫感染症）に定めるものであること。その効果として、検疫法第13条及び第   
18条の2の適用があり、都道府県知事への通知について、 検疫法第18条第  

3項の適用があり、併せて検疫法第26条の3の適用があること。  

2 その他  

（1）旭川空港を検疫飛行場に定めること。  

（2）検疫所において行うインフルエンザ（H5Nl）に関する病原体の有無の  

申請による検査の額を3，500円とすること。  

（3）旭川空港について検疫所長の行う調査及び衛生措置の区域を定めること。  

第4 施行期日等  

（1）施行期日（指定政令附則第1条、改正政令附則）  
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平成18年6月12日。ただし、第3の2（1）及び（3）については、   

同月8日  

（2）政令の失効（指定政令附則第2条）  

指定政令は、施行の日から起算して1年を経過した日に、その効力を失う   

ものであること。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用、都道   

府県の支弁する費用又は国の負担金については、その時以後も、なおその効   

力を有するものであること。  

第5，留意事項  

1・法令の遵守  

指定政令は、インフルエンザ（H5Nl）が現時点ではヒトからヒトヘの感   

染の流行が始まる段階ではないが、これに備えて事前予防に万全を期す観点か  

ら、迅速なまん延防止対策をとれるよう法的な体制を整備するため政令におい  

て指定したものであることから、これが施行及び運用に当たっては、法その他  

の関係法令及び条例等の規定を遵守し、法、指定政令及び改正政令の趣旨から  

逸脱することのないよう留意すること。  

2 個人情報の保護及び人権の尊重   

1と同様の趣旨から、患者等の人権を制約する規定その他の施行及び運用に   

当たっては、個人情報の保護について関係法令及び条例等を遵守するとともに、   

人権の尊重については最大限配意すること。  
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指  ル  ル  ル  属  規  ル  属  ル   属  （るでイル   

指  指                          定  定  定  エ  す  Hもあルエ   

医   エ  エ  す  定  エ  す  エ  
る  五のつスン   

ザ  ザ  動  動  NにてAザ  
医  医  ン  物  ′■■、  物  物  一限そ属（   

（  （  H  H  ごるのイ病  
五  五  五  五  
N  N  N  N  頃  

ヽ＿．′  ）  

． 

の  に  

患  
者   ▲   

芸   

5   
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2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
準
 
 
 

用
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
事
務
の
区
分
）
 
 

第
三
集
 
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
、
第
十
三
粂
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
集
ま
で
、
第
二
十
 
 
 

五
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
五
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
一
一
項
、
第
三
十
八
粂
（
第
一
 
 
 

項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
 
 
 

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
牢
法
律
第
六
十
七
号
）
第
一
一
条
第
九
項
第
一
号
に
 
 
 

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
彙
 
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

（
こ
の
政
令
の
失
効
）
 
 

第
二
集
 
こ
の
政
令
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
 
 
 

ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
及
び
そ
の
時
ま
で
に
第
二
粂
第
l
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
粂
 
 
 

（
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
る
費
用
又
は
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
 
 
 

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
 
 
 

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
 
 
 

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
 
 

第
三
条
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
 
 

検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 

御
 
名
 
 
御
 
璽
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 

政
令
第
二
百
九
号
 
 

検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
 
 
 

内
閣
は
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
首
二
号
）
第
二
粂
第
四
号
、
第
三
粂
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
 
 

二
十
七
粂
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
 
 
 

第  ‘び第  

十  二十    項二   

粂   粂   

項   項  
及   

い－  い－  る類  な類   

か感  ■い感  
ど染  こ染   
う症  と症   
かの   

病   
原   

の    病  
原   

体  ー 体   
を   を   
保   保   

有   有   
て   て   

染をイ  のをイ   
症保ン  症保ン   
の有フ  状有フ   
症しル  がしル   

状てエ  消てエ  がいン  失いン   

消るザ  しなザ   
失か（  たい（  
しどH  ここH   
たう五  とと五  
かかN  又N  、 
ど－   
う又、ノ   は一    当、ノ   
かlまの  該の  

当病  感病   
該原  染原   
感体  症体  

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
（
H
五
N
 
 

一
）
 
を
指
定
感
染
症
と
し
て
 
 

定
め
る
等
の
政
令
 
（
平
成
十
 
 

八
年
政
令
第
二
百
八
号
）
 
 

第
二
粂
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
、
第
十
t
ニ
粂
、
第
十
六
条
 
 

か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
五
条
 
（
第
四
 
 

項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
八
粂
（
第
一
項
 
 

を
除
く
。
）
 
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
 
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
 
 

総
務
大
臣
 
竹
中
 
平
蔵
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 

御
 
名
 
 
御
 
璽
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 

政
令
第
二
盲
十
号
 
 

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
 
 
 

内
閣
は
、
予
防
接
種
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
 
第
三
粂
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
 
 

定
す
る
。
 
 
 

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
t
一
首
六
十
四
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
 
 

正
す
る
。
 
 
 

附
則
第
二
粂
を
削
り
、
附
則
第
一
粂
中
見
出
し
及
び
魚
名
を
削
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
 
 

三
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
六
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

・
厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 

る
。
 
 
 

臥
表
第
三
新
千
歳
空
港
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
 
 

検
疫
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
育
七
十
七
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
一
粂
中
「
感
染
症
は
」
 
の
下
に
 
「
 
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
A
属
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
A
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
H
五
N
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
別
表
第
二
に
お
い
て
 
「
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
 
（
H
五
N
一
）
」
と
い
う
。
）
」
 
を
加
え
る
。
 
 

別
表
第
一
港
又
は
飛
行
場
の
急
の
雫
「
苧
歳
憲
」
を
「
鰐
諾
港
」
に
改
め
る
。
 
 

別
表
第
二
人
又
は
貨
物
に
対
す
る
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
の
項
中
 
 

旭
川
空
港
 
 

一
件
に
つ
き
 
二
、
四
〇
〇
円
 
 

旭
川
空
港
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
お
お
む
ね
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
 
 

の
地
域
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
 
 

6   
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○
厚
生
労
働
省
令
弟
首
二
十
六
号
 
 
 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
｛
H
五
N
こ
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
八
号
）
 
の
 
 

施
行
に
伴
い
、
及
び
同
令
第
二
粂
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
 
 

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
H
五
N
一
）
 
を
指
定
感
染
症
 
 

と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
 
 

則
の
準
用
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
日
 
 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
（
H
五
N
こ
 
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
感
染
症
の
予
防
及
 
 

び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
準
用
北
開
す
る
省
令
 
 
 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
⊥
H
五
N
こ
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
第
二
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
感
染
症
 
 

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
 
 

定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
 
 

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
 
 

「
ジ
フ
テ
リ
ア
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
A
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
 

A
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
H
五
N
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
第
二
弓
に
お
い
て
 
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
 
 

ザ
（
H
五
N
一
）
」
と
い
う
。
）
、
ジ
フ
テ
リ
ア
」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
H
五
N
一
）
及
び
重
症
急
性
呼
吸
器
症
侯
群
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

1
 
こ
の
省
令
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
（
H
五
N
こ
 
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
 
 
 

行
す
る
。
 
 
 

（
こ
の
省
令
の
失
効
）
 
 

2
 
こ
の
省
令
は
、
施
行
の
8
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
弟
首
二
十
七
号
 
 
 

検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
九
号
）
 
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
検
疫
法
（
昭
 
 

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
粂
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
 
 

検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
 
 
 

検
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
 
の
二
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
六
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
 
 

の
一
号
を
加
え
る
。
 
 
 

四
 
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
A
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
A
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
 
 
 

の
血
清
亜
型
が
H
五
N
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
二
 
 

百
四
十
時
間
 
 
 

様
式
第
l
中
「
≠
潜
」
 
を
「
加
麺
r
 
⊥
∴
∴
ソ
テ
H
V
d
 
（
激
論
義
塾
エ
J
∴
こ
F
〔
Y
塙
0
ぺ
享
カ
A
諭
T
「
V
J
こ
ぞ
H
 
 

V
ヰ
A
寸
斗
旨
封
d
討
∪
パ
舟
8
旨
諒
囲
性
彗
H
帥
N
－
d
討
か
伊
8
符
溺
か
○
）
」
 
に
、
「
Y
e
H
O
宅
f
e
く
e
r
」
 
を
 
 

「
Y
e
－
－
O
W
f
e
く
e
r
一
l
n
f
－
u
e
n
N
a
A
（
H
∽
N
－
）
」
に
改
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
省
令
は
、
検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
 
 

第
三
種
郵
便
物
綻
可
 
 

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 
 

平
成
十
八
年
六
月
t
一
日
 
 

令
 
 

省
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
八
号
 
 
 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
 
 

接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
日
 
 

予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
 
 
 

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
 
 

第
一
条
 
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
及
び
風
し
ん
」
 
を
「
又
は
風
し
ん
」
 
に
改
め
る
。
 
 

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 
 

養
鶏
細
川
 
（
事
ヨ
淋
恵
衰
）
 
 

泰
郎
 
割
個
8
河
朝
貢
．
菜
謹
〓
＼
パ
適
≠
エ
㌣
‖
什
○
 
 
 

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
）
 
 

第
二
条
 
予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
十
三
粂
中
「
の
第
一
期
」
を
「
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
 
 
 

の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
 
 

麻
t
ん
の
第
一
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
 
 

種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
 
 
 

2
 
風
し
ん
の
第
一
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
 
 

種
畳
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
 
 
 

第
十
四
条
中
「
の
第
二
期
」
を
「
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
二
期
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
 
 
 

の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
 
 

麻
し
ん
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
 
 

種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
 
 
 

2
 
風
し
ん
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
 
 

種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

・ 

…－ 

…‥   

了  




